
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ②笠間市による放射線量の測定結果をお知らせします       

 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、市内各所（小中学校・保育所・保育園・幼稚園・

公共的な施設）で放射線量を測定した結果を公表します。 

〔放射線量測定結果※7 月 30 日直近のデータ〕  （単位：マイクロシーベルト／時間） 

笠 間 小 ０．０９９ 友 部  小 ０．０９３ 笠 間  中 ０．１０９ 

東   小 ０．１５６ 友部第二小 ０．０９４ 東   中 ０．１１４ 

佐 城  小 ０．１０４ 北 川 根 小 ０．０９５ 南   中 ０．１４４ 

箱 田  小 ０．１２２ 大 原  小 ０．０８０ 稲 田  中 ０．０９９ 

南   小 ０．１２６ 岩間第一小 ０．０８８ 友 部  中 ０．０８８ 

稲 田  小 ０．１０３ 岩間第二小 ０．１１０ 友部第二中 ０．１４９ 

宍 戸  小 ０．１１３ 岩間第三小 ０．１０２ 岩 間  中 ０．１２５ 

【測定場所】グラウンド中央付近 【測定高さ】地上 50ｃｍ 
※各施設とも、国が平成 23 年 8 月 26 日に定めた校庭・園庭の空間線量率の目安、1 マイクロシ

ーベルト／時間を下回っています。 

問 学務課（内線 372） 

     ③水道水の放射性物質測定結果をお知らせします       
  

市実施分 県実施分 
採水日 採水場所 

放射性セシウム 放射性セシウム 

石寺浄水場 不検出   

宍戸浄水場 不検出   7／29 

吉岡浄水場 不検出   

7／16 涸沼川浄水場（県受水分）   不検出 

※国が定める基準値 放射性セシウム：10 ベクレル／㎏ 

※測定値が「不検出」とは、検出限界値（市の検査：1ベクレル／㎏）未満であることを表します。 

※県企業局から受水している検査結果の詳細については、茨城県企業局へお問い合わせください。 

問 水道課（内線 71211） 茨城県企業局 ℡ 029-301-4933 

②ページ 25-14 国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。 
 

飼い犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けましょう。 25-14 ⑨ページ 

            ④「手足口病」にご注意ください             

 毎年夏に流行する｢手足口病｣の患者が年々急増していることを受けて、7 月 18 日に茨城県から

『手足口病流行警報』が発令されました。 

手足口病とは 

 手や足、口の中に水泡ができる夏かぜの一種です。せきやくしゃみ、便から排出されたウイル

スが手について、それらが口から入ることで感染します。 

 手足口病は、患者の 9割以上が 6歳以下の小児であり、その約半数を 1 歳以下の幼児が占めて

います。手洗いを徹底するなどして注意しましょう。 

手足口病にならないために 

 感染予防には、流水と石けんでしっかりと手洗いをすることが必要です。特におむつを交換す

る時には、排泄物を適切に処理し、手洗いを必ず行いましょう。また、タオルの共用はしないよ

うにしましょう。 

 手足口病は、治った後もしばらく便の中にウイルスが残るうえに、感染しても発病しないまま

ウイルスを排泄している場合もあるので、普段からしっかりと手を洗うことが大切です。 

問 健康増進課 （内線 592） 

  友部保健センター ℡ 0296-77-9145 

  笠間保健センター ℡ 0296-72-7711 

  岩間保健センター ℡ 0299-45-7888 

 

 

      訂正とお詫び       

○広報かさまお知らせ版 

 平成 25 年 7 月 18 日に発行しました「広報

かさまお知らせ版」（週報）『お盆期間中のご

み収集、し尿汲み取り、浄化槽清掃について』

の記事に誤りがありました。読者の皆様なら

びに関係各位にお詫び申し上げ、訂正いたし

ます。 
 

＜誤＞【笠間地区】ごみの収集 

 8 月 14 日（水）、8 月 15 日（木）、8 月 18

日（日）のごみの収集はお休みです。 

 不燃ごみおよび資源物は翌週の同じ曜日

に振替収集となります。 

＜正＞【笠間地区】ごみの収集 

 8 月 14 日（水）、8 月 15 日（木）、8 月 18

日（日）のごみの収集はお休みです。 

※可燃ごみの振替収集はありません。 

 不燃ごみおよび資源物は翌週の同じ曜日

に振替収集となります。 
  

 なお、お盆期間中のごみ収集、し尿汲み取

り、浄化槽清掃については笠間市ホームペー

ジでもご案内しています。 

笠間市ホームページ 

http://www.city.kasama.lg.jp/news.php?co
de=1177 
問 環境保全課（内線 127） 

 

○農業委員会だより 

 7 月 1 日に発行しました「農業委員会だよ

り」の 2 ページ「新しい農業委員を紹介しま

す」の記事に誤りがありました。読者の皆様

ならびに関係各位にお詫び申し上げ、訂正い

たします。 

【誤】友部地区  大貫 茂 

【正】友部地区  大貫
おおぬき

 茂
しげ

治
じ

 

問 農業委員会事務局（内線 73142） 
 

 周りの景色を楽しみながら約 155km のコ

ースを自転車で走る「センチュリーラン笠間

2013」を今年も開催します。 

 本大会をサポートしてくださるボランテ

ィアの方を募集しますので、皆さんのご参加

をお待ちしています。 

日時 9月1日（日）午前7時～午後5時30分 

大会本部 笠間芸術の森公園イベント広場 

内容 一般道路での交通誘導等 

※参加を希望される方には、詳細を後日お知

らせします。 

申込方法 スポーツ振興課に直接、または 

     電話でお申し込みください。 

申込期限 8 月 23 日（金） 

申・問 スポーツ振興課（内線 391） 

 

「センチュリーラン笠間 2013」の 

 ボランティアを募集します 

 内閣府では、犯罪被害者等が置かれている

状況への理解を呼びかける標語、および犯罪

被害者等支援シンボルマークの愛称を募集

します。 

応募方法 

 内閣府ホームページから専用の応募用紙を

ダウンロードし、必要事項を記入のうえ、郵

送、または FAX で提出してください。応募用

紙は、市民活動課でも配布しています。また、

内閣府ホームページの応募フォームからもご

応募いただけますので、ご利用ください。 

内閣府ホームページ 

【標語】 

http://www8.cao.go.jp/hanzai/koukei/sloga
n/h25_bosyu 
【シンボルマーク】 

http://www8.cao.go.jp/hanzai/koukei/mark
/aisho_bosyu 
応募期限 8 月 18 日（日）（当日消印有効） 

申・問 内閣府犯罪被害者等施策推進室 

    標語・愛称募集係 

    〒100-8914 

    東京都千代田区永田町 1-6-1 

    ℡ 03-3581-1162 

    FAX 03-3581-0902 

問 市民活動課（内線 135） 

 

犯罪被害者等に関する標語および 

 シンボルマークの愛称を募集します 


